
法テラスは、国が設立した公的な法人です。

誰に相談したらいい？

弁護士、司法書士の費用が心配。

こんなこと聞いていいのかな？

犯罪の被害にあってしまった…

まずは法テラスへ。
はじめてご利用される方は

まず法テラス・サポートダイヤルへお電話ください。

※IP電話からは、03-6745-5600
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旭川市3条通9-1704-1 TKフロンティアビル6F

函館市若松町6-7 ステーションプラザ函館5F

札幌市中央区北1条9-3-1 南大通ビルN1 1F

金沢市丸の内7-36 金沢弁護士会館内

福井市宝永4-3-1 サクラNビル2F

その他の事務所情報はホームページからご確認ください。

静岡市葵区呉服町2-1-1 札の辻ビル5F〒420-0031

法テラスでは、ナビダイヤルとIP電話を使用しています。
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経済的に余裕のない方には、

弁護士費用や司法書士費用などを

立て替える制度があります。

「経済的に余裕のない方」にあたるかどうかは

収入や預貯金額などで決まります。毎月1万円ずつ、

もしくは5千円ずつというように分割でご返済いただきます。

生活保護受給中の方は猶予や免除となる場合があります。

お問合せください。

法テラス・サポートダイヤル

困ったら、まずはお電話ください。

経済的に余裕のない方には、無料で3回まで相談できる

制度があります。「経済的に余裕のない方」にあたるかどうかは

収入や預貯金額などで決まります。お問合せください。

平日：午前9時～午後9時

土曜日：午前9時～午後5時

祝日・年末年始を除く

法テラスの利用方法やトラブル解決に

役立つ情報を丁寧にご案内します。

お問合せはご本人でなくてもかまいません。

ご家族、ケースワーカー、医師、

支援している方、

自治体職員の方もどうぞ。


